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【調査の背景と目的】 

ごみ固形燃料（RDF）発電の廃プラスチック処理処分方法を調査する目的で、RDF発電関連施設と自治体の実態調査を

行った。平成14年12月のダイオキシン等特別措置法の完全施行にともない適切な焼却施設のみが稼動されるようになっ

たことから、RDFは燃料として再認識されるようになった。廃掃法、消防法の改定等の法整備も進められる中、各RDF発

電所およびRDF製造施設の事業再開が始まっている。 

【調査の概要】 

 自治体が係わる5ヶ所のRDF発電所（大牟田リサイクル発電所、石川北部RDFセンター、三重ごみ固形燃料発電所、福山

リサイクル発電株式会社、鹿島共同再資源化センター株式会社）と関連する27ヶ所のRDF製造施設および92ヶ所の自治体

に対して訪問調査またはアンケート調査を実施した。 
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【調査結果】 

三重県での事故を踏まえ、各種安全対策を実施することでようやくRDF発電事業は再稼動の緒についたように見受けら

れた。ダイオキシン等特別措置法の対応で焼却設備の休廃止をせざるを得なくなった小規模自治体が類似の自治体と共

同でRDF製造、RDF発電事業に参画していた。それぞれの広域事業体には16～28の自治体が、人口で15～70万が参画して

おり、広域をカバーしている。RDF事業に参画することで全廃棄物の92％（RDF化で78％、資源化で14％）を資源化して

いた。廃棄物をエネルギー資源として利用し、かつ最終処分場の負荷を少なくする手法として有効に機能していること

が伺えた。 

 廃棄物中の廃プラスチックの取り扱いは自治体により異なり、「容リ法その他プラ」を分別した残りをRDF化する自治

体と廃プラスチックを有効なカロリー源としてRDF化原料として利用する自治体に政策として分かれる。RDF発電所の発

電端効率は20％を越える所が多く、既存廃棄物発電所の平均が10％前後であることと比較すると高いが、RDF発電所によ

り差異があった。小規模自治体自治体において廃棄物処理を兼ねてエネルギー回収を行い、最終処分場の負荷を少なく

する手法としてRDF発電は有効と考えられるが、従来の廃棄物処理に比しコスト上昇が大きいとする自治体も多い。環境

性、経済性、社会性等多方面から客観的な評価が必要である。LCA等の科学的評価の蓄積が待たれる。 

 わが国において新エネルギーとして期待される廃棄物発電の寄与分は大きなものがある。大規模自治体における発電

付焼却設備の設置更新は進んでいるが、数の上で80％超える小規模焼却設備は発電設備を持たない状況にある。RDF発電

は中小規模自治体における廃棄物発電施設として有効な手法と考えられるが三重県での事故以来拡大は停止している。

安全面の実績を積み上げることで早急な信頼の回復を確保し、他の類似規模の自治体に拡大されることが期待される。 
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